
高額かつ長期について
特定医療費の受給者のうち所得の階層区分について一般所得Ⅰ以上の者が、支給認定を受けた指定難病及び小児慢性特定疾病医療
支援の医療費に係る月ごとの医療費総額について５万円を超える月が年間６回以上ある場合は、月額の医療費の自己負担を軽減す
る。
※令和４年10月１日より、小児慢性特定疾病医療支援の医療費についても算定可能となった。
《確認方法》
・自己負担上限額管理票に、医療費を記載する項目を設け、指定医療機関により記載。
・自己負担上限額が5,000円の患者（一般所得Ⅰで既に高額かつ長期の適用を受けている者）については、患者の希望により、自己
負担上限額を超えても医療費５万円まで指定医療機関に自己負担上限額管理票に記載。
・自己負担上限額管理票の記載が不十分な場合には、併せて医療費申告書及び指定医療機関が発行する領収書等を用いることがで
きる。
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６回以上の高額な医療費を要した月

○印は

5万円を

超えた月

支給認定期間 支給認定期間

申請の翌月から自己負担上限額が

変更される。 過去１２月以内に医療費総額が５万円を超えた期間が

６回あるため「高額かつ長期」の自己負担となる。

6回目に該当申請手続

更新時期
（支給認定の有効期間は、１年以内の

期間を都道府県知事等が定める）

変更後の

支給認定期間

令和３年 令和４年 令和５年

※  高額かつ長期は、通常の医療費助成を受けてもなお医療費の負担が重い患者に対して行うものであるため、

特定医療費の支給認定を受けた月以降の医療費総額について勘案することとする。
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